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関・学院側の主張退ける地裁下

本
体
・退
職
金
削
減
は
不
当

馨
羅
知
学
院
正
常
化
め
ざ
す

下
関
市
の
梅
光
学
院
大
学
の
教
員
有
志

一
〇
人
が
労
働
条
件
な
ど
を

一
方
的
に
変
更

し
た
こ
と
に
つ
い
て
学
院
を
訴
え
た
裁
判
の

一
審
判
決
が
二
日
に
山
口
地
裁
下
関
支
部

で
あ
り
、
梅
光
学
院
に
未
払
い
賃
金
な
ど
計
約
・

決
が
下

っ
た
。

原
告
団
の
ほ
ぼ
全
面
勝
利
と
な
り
、
判
決
を
受
け
て
原
告
団
の
教
員
は

弁
護
士
と
と
も
に
報
告
会
ヽ

に
結
果
を
報
告
し
た
。

を
開
き
、
二
年
以
上
に
わ
た
る
裁
判
を
支
え
て
き
た
支
援
者

学
院
側
に
六
千
万
円
支
払
命
ず

教
員
有
志
が
提
訴
し
て
い

た
の
は
、
梅
光
学
院
大
学
が

二
〇

一
六
年
四
月

一
日
に
労

働
者
で
あ
る
教
員
ら
と
合
意

形
成
し
な
い
ま
ま
給
与

・
退

一

職
給
与
規
定
を
変
更
し
、
本

．

俸
の
大
幅
な
切
り
下
げ
、
通

勤

・
住
宅

・
扶
養
手
当
の
切

り
下
げ
や
廃
上
、
退
職
金
の

大
幅
な
切
り
下
げ
を
お
こ
な

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
だ
。
二

〇

一
三
年
に
本
間
政
雄
氏
が

理
事
長
に
就
任
し
て
以
後
、

「赤
字
解
消
」
「人
件
費
比
率

の
削
減
」
を
掲
げ
て

「
改

革
」
を
始
め
た
現
経
営
陣

は
、
中
高
の
四
〇
歳
以
上
の

ベ
テ
ラ
ン
教
員
に
対
し
人
材

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

ｏ
ブ
レ
イ

ン
ア
カ
デ
ミ
ー
の

「研
修
」

と
称
す
る
退
職
勧
奨
を
お
こ

な
い
、
二
〇

一
六
年
二
月
末

で

一
四
人
を
退
職
に
追
い
込

ん
だ
。
こ
れ
と
同
時
期
に
大

学
で
は
給
与

・
退
職
金
規
定

の
変
更
を
お
こ
な
い
、
「
や

め
な
け
れ
ば
退
職
金
が
減

る
」
な
ど
と
い
っ
て
退
職
勧

奨
を
お
こ
な
い
、
大
学
で
は

同
年
、
教
員

一
一
人
が
学
院

を
去
っ
た
。
原
告
団
の
教
員

ら
は
、
こ
の
給
与

・
退
職
給

与
規
定
変
更
は
無
効
で
あ
る

と
訴
え
、
差
額
分
の
賃
金

・

賞
与
四
九
二
〇
万
円
、
退
職

金

一
三
〇
〇
万
円
、
計
約
六

〇
〇
〇
万
円
の
支
払
い
を
求

め
て
い
た
。

労
働
条
件
を
変
更
し
て
労

働
者
に
不
利
益
を
か
ぶ
せ
る

場
合
、
労
働
者
に
そ
れ
を
周

知
し
、
そ
の
内
容
は
合
理
的

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
裁
判
で
は
本
当
に

梅
光
学
院
が
そ
れ
ほ
ど
経
営

的
に
ひ

っ
迫
し
て
い
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
が

一
つ
の

争
点
と
な
っ
て
い
た
。

梅
光
学
院
側
は

「帰
属
収

支
差
額
は
赤
字
の
状
態
が
長

年
続
き
、
こ
れ
を
補
て
ん
す

る
現
金
預
貯
金
に
つ
い
て

も
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
建
て
替

え
な
ど
の
出
費
も
あ
っ
て

一
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一〇
年
ほ
ど
で
底
を
つ
き
、
資

．
金
シ
ョ
ー
ト
す
る
状
態
だ

っ

た
」
「
他
校
な
ど
と
比
較
し

て
著
し
く
高
い
人
件
費
を
削

減
す
る
ほ
か
な
か

っ
た
の

で
、
就
業
規
則
を
変
更
す
る

高
度
の
必
要
性
が
あ

っ
た
」

と
主
張
し
て
い
た
が
、
こ
の

裁
判
の
な
か
で
専
門
家
に
よ

る
経
営
分
析
の
意
見
書
が
提

一

出
さ
れ
、
裁
判
所
の
事
実
認

一

定
に
は
お
お
む
ね
そ
の
内
容

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
平
成

一

七
年
度
以
降
の
帰
属
収
支
差

額
が
赤
字
の
状
態
が
続
き
、

と
く
に
平
成
二
四
年
度
～
平

成
二
七
年
度
に
は
、
帰
属
収

支
差
額
の
約

一
～
二
割
に
あ

た
る
約

一
億
～
二
億
円
の
赤

字
を
毎
年
計
上
し
、
金
融
資

産
の
額
が
減
少
し
て
お
り
、

お
も
な
収
入
で
あ
る
学
生
生

徒
等
納
付
金
は
、
平
成
二
八

年
ご
ろ
に
入
学
者
数
が
回
復

す
る
ま
で
は
入
学
者
が
定
員

を
下
回

っ
て
お
り
、
「
少
子

化
な
ど
私
立
大
学
を
と
り
ま

く
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
短

一
期
の
急
増
が
難
し
い
だ
け
で

支
援
者
に
裁
判
結
果
を
報
告
す

る
原
告
団
の
教
員
ら

（
二
日
）

な
く
、
長
期
的
に
も
大
幅
な
．

収
入
増
加
が
見
込
み
が
た
い

・

状
況
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
さ
一

ら
に
耐
震
性
に
問
題
の
あ
る
一

東
館
の
建
て
替
え
に
約
二
五

・

億
円
が
必
要
で
、
約

一
五
億
一

円
を
自
己
資
金
で
賄
う
必
要
一

が
あ

っ
た
こ
と
な
ど
を
あ

げ
、
「被
告

（
梅
光
学
院
）

が
従
前
の
収
支
構
造
の
改
善
・

を
検
討
す
る
こ
と
自
体
が
不

合
理
で
あ
る
と
は
い
い
難

い
」
と
し
た
。
そ
の
う
え
・

で
、
実
際
の
資
金
繰
り
に
使
一

う
こ
と
が
可
能
な
資
金
の
部

分
に
注
目
し
て
分
析
し
て
い

る
。平

成
二
二
年
～
平
成
二
九
二

年
度
ま
で
の
資
金
余
剰
額
一

（
帰
属
収
支
差
額
に
減
価
償
一

却
を
加
え
、
実
質
的
な
資
金

の
余
裕
を
示
す
も
の
）
を
見

る
と
、
平
成
二
四
年
度

（約

△
八
七
〇
万
円
）
、
平
成
二
・

六
年
度

（約
△
三
二
八
〇
万
一

円
）
、
平
成
二
九
年
度

（約

△
七
五
〇
万
円
）
の
三
年
度

以
外
は
黒
字
で
、
内
訳
は

平
成
二
二
年
度
…
約
七
七

二
三
万
円

平
成
二
三
年
度
…
約
七

一

五

一
万
円

平
成
二
五
年
度
…
約
五
九

五
一
万
円

平
成
二
七
年
度
…
約
二
六

二
七
万
円

平
成
二
八
年
度
…
約

一
億

七
八
五
九
万
円

だ
っ
た
。
さ
ら
に
平
成
二

四
年
度
以
降
、
入
学
者
が
増

加
し
て
平
成
二
八
年
度
に
は

定
員
を
上
回
り
、
平
成
二
七

年
度
の
学
生
生
徒
等
納
付
金

は
約

一
〇
億
六
九
五
〇
円
と

前
年
よ
り
約
六
〇
〇
〇
万
円

増
加
、
翌
年
度
に
は
約

一
億

二
〇
〇
〇
万
円
増
加
し
て
い

る
点
を
指
摘
。
「新
就
業
規

則
へ
の
変
更
当
時
に
は
、
被

告
の
主
た
る
収
益
で
あ
る
学

生
生
徒
等
納
付
金
の
額
は
増

加
し
、
そ
の
増
加
額
も
相
当

程
度
あ

っ
た
と
認
め
ら
れ

る
」
と
認
定
し
た
。

ま
た
流
動
比
率

（流
動
負

・
債
に
対
す
る
流
動
資
産
の
割

一
合
。
二
〇
〇
％
以
上
で
あ
れ

ば
優
良
）
も
、
も
っ
と
も
低

い
平
成
二
九
年
度
が
三
三
六

％
で
あ
り
、
正
味
運
転
資
金

は
平
成
二
四
年
度
で
約

一
八

億
円
、
平
成
二
五
年
度
で
約

一
七
億
円
、
平
成
二
六
年
度

で
約

一
六
億
円
、
平
成
二
七

年
度
で
約

一
二
億
円
、
平
成

二
八
年
度
で
約

一
四
億
円
、

平
成
二
九
年
度
で
約

一
二
億

円
あ

っ
た
こ
と
な
ど
、
経
営

状
況
を
分
析
し
た
結
果

「被

告
の
資
金
繰
り
に
問
題
が
生

じ
得
る
よ
う
な
危
機
的
状
況

で
は
な
か

っ
た
と
認
め
ら
れ

る
」
と
し
、
梅
光
学
院
側
の

「
一
〇
年
で
資
金
シ

ョ
ー
ト

す
る
状
態
だ

っ
た
」
と
い
う

主
張
を
退
け
た
。

原
告
団
の
教
員
ら
は
、
裁

判
を
支
え
て
き
た
支
援
者
に

謝
辞
を
の
べ
る
と
と
も
に
、

こ
の
提
訴
は
個
人
の
金
銭
的

な
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
下

関
で

一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た

る
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
梅
光

学
院
の
正
常
化
が
最
大
の
願

い
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

今
後
も
粘
り
強
く
た
た
か

っ

て
い
く
思
い
を
語

っ
て
い

た
。
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